
　３月18日、佐々木市長から五所川原消防署へ災害対応特殊化学消防ポンプ自動車の引き渡し式が行われました。
管内の各種火災および災害に対応することを目的とした車両で、五所川原地区消防事務組合の化学車としては
28年ぶりの更新となります。
　化学車の左右ドアおよび後方の３面にはＱＲコードを貼り付けており、スマホ等をかざすと五所川原地区消防
事務組合ホームページが表示され、火災予防啓発を促す役目を果たすものと期待しています。
　また、緊急消防援助隊としても登録し、大規模災害現場等での活躍が期待される車両となっています。

　住宅用火災警報器を設置することで、万が一、火災が起きても、早期発見と避難が可能になります。あなたや
家族の命を守る住宅用火災警報器を設置しましょう。なお、設置場所・位置について、詳しくは五所川原地区消
防本部予防課（35－2020）にお問い合わせください。

　平成30年６月１日時点、住宅用火災警報器の設置
率は全国で82％、青森県では77％となっていますが、
五所川原地区消防事務組合管内では68％で、全国の
設置率を大きく下回っており、都道府県別では35番
目という低い水準になっています。

「逃げ遅れ」により多くの人が亡くなっています！

Ｑ：交換時期は決まっていますか？
Ａ： 機器本体に交換しなければならない期限（設置後

10年を超えない期間）を表示しています。
　　（自動的に警報が出る物は表示しなくてもよい）

Ｑ：作動試験の方法は？
Ａ：「ボタンを押す」または「ひもを引いて」
　　作動確認をしましょう。

⇒�正常な場合は…機種によって異なりますが「ピーピ
ーピー」や「ピー　ピーピー火事です」等の正常を
お知らせするメッセージまたは警報音が鳴ります。

⇒�音が鳴らない場合は…電池がきちんとセットされて
いるか確認してください。それでも鳴らない場合は、
電池切れか機器本体の故障が考えられます。

＊取扱い説明書をご覧ください。

設 置 率
全　　　国 82％
青　森　県 77％

五所川原地区 消防事務組合 68％
（設置率の調査は、無作為に世帯を抽出したもの）

災害対応特殊化学消防ポンプ自動車引き渡し式が行われました

設置してますか？ 住宅用火災警報器！
＊住宅用火災警報器を既に設置済みの方は、10年を目安に交換をおすすめします。
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